令和８年度サイクリスト受入環境整備事業補助金交付要項

（趣旨）
第１条　つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会（以下「協議会」という。）は、つくば霞ヶ浦りんりんロードにおけるサイクリストの受入環境を整え、リピート客の増加を図るため、予算の範囲内において、サイクリスト受入環境整備事業補助金を交付するものとする。

（補助金の交付対象）
第２条　補助金の交付対象は、管轄保健所から「自動車営業（飲食店営業）」の許可を受けた企業・団体等（法人格の有無を問わない。ただし、協議会の会員となっている14市町村内に事業所等の所在地を置く企業・団体等または代表者等が居住する企業・団体等とする。）が実施する飲食物提供事業とする。

（補助金の交付要件）
第３条　補助金の交付要件は、次のとおりとする。
（１）つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線での出店に係る経費であること。
（２）令和８年９月19日（土）～令和８年９月23日（水・祝）のいずれかの日に出店するものであること。

（補助対象経費）
第４条　補助対象経費は別表のとおりとし、１営業日あたり定額30千円とする。

（交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書（様式１）を協議会会長に提出しなければならない。

（交付の決定及び通知）
第６条　協議会会長は、前条の規定による提出があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
２　協議会会長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
３　協議会会長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式２）により、補助金の交付を申請した団体等に通知するものとする。

（補助事業の内容変更）
第７条　前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた団体等（以下「補助事業者」　という。）は、当該補助金の対象となった事業（以下「補助事業」という。）の内容　を変更しようとするときは、あらかじめ協議会会長と協議のうえ申請し、その承認を　受けなければならない。

（補助事業の中止等）
第８条　補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ協議会会長に協議のうえ申請し、その承認を受けなければならない。

（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和８年10月30日のいずれか早い日までに実績報告書（様式３）を協議会会長に提出しなければならない。
２　補助事業者は、事業の効果検証を図るため、利用者等からのアンケート調査を行い、実績報告書（様式３）の提出において、アンケート調査の結果報告を添付するものとする。

（補助金の額の確定通知）
第10条　協議会会長は、補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式４）により、補助事業者に通知する。

（補助金の請求）
第11条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、通知日から14日以内に請求書を協議会会長に提出しなければならない。

（補助金の支払）
第12条　協議会会長は、前条の規定による適正な請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

（証拠書類の保存）
第13条　補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、助成事業が完了した日の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。

（補助金の交付決定の取り消し等）
第14条　協議会会長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、　その他この要項に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと　ができる。
２　協議会会長は、前項の規定による取消を行った場合には、期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

（その他）
第15条　この要項に定めるもののほか、必要な事項は、協議会会長が別に定める。


　　附　則
　この要項は、令和８年７月２日から施行する。

別表（第４条関係）
	補助対象経費
	補助金額

	①人件費
②燃料費
③光熱水費
④協議会会長が特に必要と認める経費
	１営業日あたり30千円（定額）





